別記様式第３号（第３条関係）


給水装置工事指定業者違反行為処分通知書


第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　印　　


　長門市水道給水装置工事指定業者に関する規程第16条の規定により、次のとおり長門市給水装置工事指定業者としての指定を取り消し（停止し）ます。


1　処分の種類

　　（指定の停止期間　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

2　処分の理由










（教示）　この処分について不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に長門市長に対して審査請求をすることができます。
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